
・ 銅管（ＣＵ）

但し、収納書を提出できない事情が認められる場合は、報告書に

共済制度 を契約後１ヶ月以内と完了時に提出すること。

建設業退職金共済制度の対象作業員を雇用した場合は、掛金収納書

理由を記載のうえ提出すること。

（ＣＯＲＩＮＳ）
の登録 

・ 適用工事 ・ 適用外

・ 有 ・ 無
(電子ﾃﾞｰﾀ)の作成

工事完成後の提出書類については、財政局制定の「完成図書等作成要領

(設備工事編)」(最新版)に基づき提出のこと。

請負金額 500万円以上の工事は、監督員の確認を受けた後に該当工事に
関するデータを(財)日本建設情報総合センター（JACIC)に登録し、

機器については、工事の契約不適合責任期間に関わらず製造者が保証
する（期間・部品等について）保証書を提出すること。

登録→受注時、竣工時、途中変更時、訂正時

「登録内容確認書」の写しを監督員に提出すること。

26．建設業退職金

27．完成図その他

28．電子納品

29．施設台帳

30．工事実績情報

31．保証書の提出

による。

ふく射熱を受けにくい位置に取付けのこと。）

鋼板厚み（ ・ ３．２mm ・ ４．５ｍｍ）

・ 標示杭 ・ 標示ピン

2 . 0

・ ダクト方式 ・ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ方式(電気式) ・ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ方式(ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ)

22．ファンコイル

冬季

21．温湿度空気

ロ）内貼りチャンバ類の寸法表示は、外法寸法とする。

ロ）遠隔式油量指示計 ・ 設ける ・ 設けない

20．消音内貼り

kg／kg

一般系統
外 気 条 件

室 内

ユニット用弁

ロ）開放装置 ・ 手動

・手動及び遠隔操作が可能なもの。

・ 亜鉛鉄板製 ・ 普通鋼板製１．風道の種別

２．排煙口

３．排煙機

の適用

１．風道の種別

２．排気風道

・ 可変流量弁（ ・ 二方弁 ・ 三方弁）

・ 有 ・ 無

４．他設備の項目

風道の保温

ロ）厨房用排気フード（ ・ 本工事 ・ 別途工事）

３．多湿箇所の

イ）冷温水管

ハ）蒸気管

ロ）冷却水管

・ 手元遠隔復帰式 ・ 遠方復帰式

11．配管材料

ヘ）ドレン管

管は、配管用炭素鋼鋼管（白）とする。

・ 銅管 ・ 断熱材被覆銅管

・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（Sch40）

ホ）冷媒管

ハ）作動方式

排気ガラリ

８．外気取入

共通仕様書によるほか下記による。

ロ）復帰方式

防火ダンパ

・ アルミニウム製 ・ 鋼板製

９．防煙ダンパ

12．防食処置

かつ適正な箇所に振れ止めを設ける。

18．油サービス

及び支持は、必要に応じ、吊り金物、防振支持金物で行い及び防振支持金物
17．防振吊り金物

・ 給油ポンプの起動、停止

19．地下貯油槽

ハ）油面制御装置の機能は下記による。

タンク
イ）防油堤（コンクリート製） ・ 本工事 ・ 別途工事

・ 瞬間流量計を設ける。

共通仕様書によるほか下記による。

・ 冷温水ヘッダ（往）及び冷温水ヘッダの各還り管

15．温度計

13．防震継手

14．可とう継手

共通仕様書によるほか

ロ）冷温水管ヘッダの各送り管の箇所は下記による。

及び流測定口

・ その他図示する箇所

16．瞬間流量計

共

３．その他

・ 返油ポンプの起動、停止

空

備

備

煙

気

排

設

湿 度

排 水 方 式

空 調 方 式

ガ ス の 種 別

共

設

項

事

般

一

事

気

衛

項

通

般

備

備

調

気

設

換

和

調

通

設

設

和

備

水

空

排

消

備

設

11．埋戻し土

火

下記の測定表を提出する。

14．容量等の表示

13．測定表

12．工事写真 

ロ）電動機出力は、原則として表示された出力以下の容量とする。

名称及び記号を記入する。

ロ）配管・ダクト

イ）機 器
貫通部の処理

20．はつり

17．埋設表示

16．建物導入部の

水密性を要する部分で樹脂被覆鋼管の場合の防水処理
の防水処理

18．スリーブ

２．特 記 仕 様

消火設備の種別

主要熱源機器

１．機 材

項 目

特記事項は、○印を付けたものを適用する。

章

給湯設備

３．設備概要

放流先
汚水

雑用水道の有無

１）○印を付けたものが該当項目

給水設備の方式

２．給湯器

・ 配管用炭素鋼鋼管（白）

１．配管材料

・ 圧力配管用炭素鋼鋼管［Sch s］（ＳＴＰＧ）

１．配管材料

図示した位置及び下記の箇所に測定口を設ける。

３．クッション材

１．配管材料

ロ）屋外の排水管

イ）屋内の汚水管

２．汚水桝等蓋

２．屋内消火栓

・ 外気取入ダクト

６．チャンバー等

３．煙 道

の材質

・ 設置する ・ 設置しない

・ 送風機吐出側ダクト及び吸込側ダクト

４００＊４００＊２５０Ｈ

５．風量測定口

５００＊５００＊３００Ｈ

・ 単独型 ・ 埋込型 ・ 露出型 

１．煤煙濃度計

７．吹出口吸込口

装置

２．煤塵量測定口

４．風道の種別

・ 総合型 ・ 総合型（消火器併設型）

・ 設置する ・ 設置しない

2．大便器洗浄タンク

カウンター（ ・ 建築 ・ 設備）5．洗面ユニット

ハ）弁 類

4．水石鹸入れ

１．大便器

洗面器 （ ・ 建築 ・ 設備）

7．水 栓

3．小便器節水

6．型 番

・ 低圧風道（ ・ アングル工法 ・ 共板工法）
・ 高圧１風道

給

・ 流量調整弁

・消火設備 ・ ・
・重要機器

変位吸収

15．耐震措置

・ ・ ・

・重要水槽類（・  ・  ・  ）

(注）１．（ ）内の数値は防震支持の機器の場合に適用する。

・ 合成ゴム製 ・ ベローズ形

ダイヤモンドカッターによる。

・ 根切り土の中の良質土（管の周囲上下100mmは山砂の類） 設

雑排水

・ 山砂の類

器

生

備

具

建物内の汚水と雑排水 ・ 分流式 ・ 合流式

・ 定流量弁 （ ・ 差圧型 ・ オリフィス型）

（ＤＢ） （ＤＢ）（ＲＨ） （ＲＨ）

水栓は、原則として節水コマ付とする。

ニ）防煙ダンパ ホ）ピストンダンパ

イ）型 状 ・ スリット型 ・ スイング型 

・ 温水ボイラ－の入口

特記なき電線は、６００Ｖビニル絶縁電線とする。

既存コンクリート床、壁など配管貫通部の穴明けは、原則として

識別を行い、必要により用途及び流れの方向を記入する。

・ 標示杭 ・ 標示ピン

・ 標示杭 ・ 標示ピン
・ 機械換気（ ・ 有 ・ 無）

℃

（ＡＨ）

湿 度 温 度温 度湿 度

℃

（ＤＢ）

温 度

℃

・ 温度 ・ 湿度 ・ 風量 ・ 騒音 ・ 水質

熱伸縮する配管をコンクリート内に埋設するときは、曲がり部等の

応力が集中する部分に厚さ１０mm程度のクッション材を巻くこと。

％

・ タンク室を設ける。（ ・ 本工事 ・ 別途工事）

給水設備に準ずる。但し油管については下記による。

・ タンク室を設けない。

ペトロラタム防食テープ（１回巻）＋防食ビニールテープ（１回巻）

（・ ライニング鋼管（ＶＡ） ・ ）

・ 小口径桝蓋（ ・ ミカゲ塩ビ蓋 ・ 保護蓋 ｔ ・ 鋳鉄蓋）

％

・ 順送り閉鎖機構 ・ 同時閉鎖機構

・ 合成ゴム製 ・ ベローズ形

・ 空気調和機回りの給気風道、還気風道及び外気風道

・ デザイン蓋 ・ 化粧蓋

・ 根切り土の中の良質土

イ）操作方式

特 記 事 項

・瞬時通電式又は電動式（ＤＣ２４Ｖ ０．７Ａ以下）

・ 配管用ステンレス鋼鋼管［Sch20s］
・ 外面被覆鋼管（・ ＳＧＰ－ＶＳ ・ ＳＴＰＧ－ＶＳ）

ロ）油面計 ・ ゲージ式 ・ ガラス管式

イ）ボイラ－又は熱交換器の温水出口

・ 配管用炭素鋼鋼管（黒）

ト）膨張管、空気抜管及び膨張タンクよりボイラーへの給水

・ 満油警報 ・ 減油警報 ・ 遠隔警報

イ）据え付方法は、下記による。

・ 遠方式 ・ 手元遠隔式 ・ 本体

ニ）油管 ・ 配管用炭素鋼鋼管（黒）

・ タンクの防護処理（ ・ アスファルト ・ ）

（・ 配管用炭素鋼鋼管（白） ・ ）

・ 鋳鉄蓋（ ・ ０．５ｔ ・ ５ｔ ・ 軽車両 ・ ）

必要に応じて配管サイズ、用途等を記入した表示札を取付ける。

イ）風量測定口  ロ） チャンバ等 ハ）吹出口及び吸込口の材質

（財）日本建築センターの防災性能評定マーク貼付されたもの。

（・ 配管用炭素鋼鋼管（白） ・ ）

10．ピストンダンパ

（・ ・ ）

イ）施工箇所は、図示した風道及びチャンバ類とする。

＊給湯配管で異種金属接合時、絶縁継手を使用すること。

事項による。

１．受注者は工事施工において、自ら立案した創意工夫や技術力に関する項目または、

湯

設

備

保

温

１．給排水

２．空気調和

設備工事の保温

衛生工事の保温

・適用する ・適用しない

・特記仕様書（２）の保温仕様

・次の箇所の配管及びダクト保温は

・屋上 ・外壁架空 ・その他（図示）

ロ）ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ型 吹出口  （ ・ 鋼板製 ・ アルミ製）

ロ）吹出口には接続チャンバ（消音内貼有）を設ける。

・ 別途工事 ・ 本工事

・ 結露防止層付き塩ビ管

・屋上 ・外壁架空 ・その他（図示）

ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 仕上げとする。

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 仕上げとする。

・ スパイラルダクト ・ 消音フレキシブルダクト

・施工指針（日本建築ｾﾝﾀｰ）（最新版）」による。

・実施する ・実施しない

標準仕様書によるものとする。

9．発生材の処理

10．足 場

・ ビニル管（ ・ＶＰ ・ ＶＵ）

・適用する ・適用しない

２．給水装置、給水器具、給水管については、福岡市水道局にて定める構造及び材質の基準を

地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに

所定の様式により提出することができる。

満足すること。

工事写真は福岡市工事検査要領に基づく「福岡市建築･設備工事写真

一

撮影要領」（最新版）によること。

許可票等の標示板については関係法令等に基づき設置すること。

福岡市排水設備工事技術基準に定める節水型器材とする。

・ ポリエチレン管（ＰＥ）※消防法令に適合するもの

給
排
水
衛
生
設
備

空
気
調
和
設
備

・水道直結方式 ・高置水槽方式 ・加圧給水方式 ・直結増圧給水方式

・ 無・ 有

・ 下水道直結 ・ 浄化槽 ・ 側溝（又は雨水系統）・ 水処理施設

・ 下水道直結 ・ 浄化槽（・ 単独 ・ 合併） ・ 汲取

・ 有 （・ 局所式 ・ 中央式） ・ 無

・ 屋内消火栓 ・ スプリンクラ ・ 水噴霧 ・ 泡

・ 二酸化炭素 ・ 粉末 ・ 屋外消火栓 ・ 連結送水

・ 都市ガス ・ 液化石油ガス

・ ファンコイルユニット＋ダクト方式

・ 鋳鉄製ボイラ－ ・ 鋼製ボイラ－ ・ チリングユニット

・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ その他（ ）

・ 遠心冷凍機 ・ 吸収冷凍機 ・ 直だき吸収冷温水機

・ ファンコイルコンベクタ ・ 個別ユニット

・ 有 ・ 無

・ 機械排煙（ ・ 有 ・ 無）

換気設備

排煙設備

蓄 熱 槽

すること。また廃棄物の処理については、関連法に基づき適正に処理する

 給水管、消火管及び排水管（ﾋｭｰﾑ管を除く）共

数値以上とする。

･特定の施設(・甲類・乙類)設置場所

耐震安全性の分類

・一般の施設（乙類）
一般機器・水槽重要機器・水槽 重要機器・水槽 一般機器・水槽

及び塔屋
上層階、屋上

中間階

地下階、一階

1 . 0
(1 . 5)

<1 . 5>

1 . 5

1 . 0

1 . 5

<1 . 0>

(2 . 0)

1 . 0 0 . 6
(1 . 0)
<1 . 0>

<2 . 0>
(2 . 0)(2 . 0)

(0 . 6)

1 . 5
(1 . 5)
<1 . 5>

(1 . 0)
<1 . 5> <0 . 6>

0 . 4

<1 . 0>

0 . 6

<1 . 5>

0 . 6

(1 . 5)

<1 . 0>
(1 . 0)

1 . 0
(1 . 5)
<1 . 0>

(1 . 0)
<0 . 6>

２．＜ ＞内の数値は水槽類に適用する。

３．上層階の定義は次による。

１０～１２階建の場合は上層３階、１３階建以上の場合は上層４階
２～６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

受水槽

イ）重要機器、重要水槽とは下記に示すものをいう。

施工を行うこと。

建物導入部における給水管・消火管は、十分な可とう性を有する

設計用水平地震力の1／ 2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

ロ）設計用鉛直震度

イ）給水管（上水・雑用水）

ロ）消火管

ハ） 管

21．工事標示板

22．電線管

23．電 線

19．管とスリーブ

・ シーリング材によるシーリング ・ リングシール

イ）特記なき電線管は、薄鋼電線管又は同一外形ねじなし電線管

ロ）可とう電線管は、２種金属可とう電線管とする。

とする。

24．防火区画

25．標識その他

図中の型番は原則として、公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）

・ 別途工事

・ 本工事（ ・ ガス式 ・ 電気式）

・ 水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管（HVA）

・ 総合型（放水口併設型）

（電源はボイラ－の制御盤の２次側より取り出すものとし、
配管・配線とも本工事に含む。）

（内径８０Φ以上のフランジ付とし、直線部でボイラーの

・ 低圧風道（ ・ アングル工法 ・ 共板工法）

・ 高圧１風道

・ スパイラルダクト ・消音フレキシブルダクト ・グラスウールダクト

イ）外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバには、排水管を
設け最寄りに排水する。

ａ ネック径が２００Φ以下

ｂ ネック径が２００Φを越えるもの

・ 測定用タッピング（３２Φピトー管流量計用）

・ 配管用炭素鋼鋼管(白) ・ ビニル管（・ ＶＰ ・ カラーＶＰ）

風道、冷却水管、冷温水管及び管径６５Φ以上の配管の吊り

夏季 28

19

50

40

ヘ）風道の吊り及び支持 ト）消音内貼り

・特記仕様書（２）の保温仕様

(給水厚み15mm・排水厚み10mm)を

・適用する ・適用しない

・給水管及び排水管の天井内・PS内・空隙壁中の保温仕様は保温チューブ

現場で発生する廃材(残材、梱包材等を含む)は、受注業者毎に適正に処理

水

給

設

備

イ）地中埋設・コンクリート内
雑用水

設計条件

34.8 0.0201 *1

0.0025 *21.8

＊１相対湿度57.1％ ＊２相対湿度59.2％

下記のものは、空気調和設備の項目を適用する。

・小荷物専用昇降機

・エスカレーター

・垂直搬送機

・エレベーター ・ロープ式（機械室 ・有り ・無し） ・油圧式

昇降機設備

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

建 物 名 称 構 造 階 数 延面積 （m2） 備 考

衛 生 器 具 設 備

給 水 設 備

排 水 設 備

給 湯 設 備

消 火 設 備

空 気 調 和 設 備

換 気 設 備

排 煙 設 備

昇 降 機 設 備

１）工事項目は○印を付けたものを適用する。

１．建 物 概 要

建物及屋外
工事種目

工 事 種 別
屋 内

・工 事 名 称

・工 事 場 所

・工 事 期 間 契約締結の翌日から令和 年 月 日まで

・工事を施工しない日 ・ 指定あり（下記の期間） ・ 指定なし

・工事を施工しない時間帯 ・ 指定あり（下記の時間帯） ・ 指定なし

・契約不適合責任期間 受渡し完了の日から 年

･ 工 事 概 要

  別 途 工 事

・衛生設備工事 ・ガス工事 ・昇降機工事

・建築工事 ・電気工事 ・空気調和設備工事

１．共 通 仕 様

現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）、本特記仕様及び図面に記載されていない
事項は全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）
（最新版）、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）(最新版)、国土交通省大臣官房官庁

営繕部設備・環境課監修の公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（最新版）及び建築設備工事

施工の手引き（最新版）による。

ＪＩＳ4034-30：2011のIE3（プレミアム効率）に相当する機器を
導入すること。

2．技能士の適用

6．部分払い

・ 提出する ・ 提出しない3．内訳書

4．工程表 ・ 提出する ・ 提出しない

5．施工計画書/ 

・ 適用する ・ 適用しない

施工着手前までに提出し承諾を受けること

承諾図 

未満は1級または2級)を

その他
7．工事電力、水

部分払いを請求する場合は、市長を被保険者とする出来高金額に見合う
火災保険に加入すること。

原則として、本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続などの費用は
全て受注者の負担とする。

保険期間の終期は工事完成期限の日から起算して21日を経過する日とする。

・ 指定処分場等（受入条件は特記仕様書（３）による。）

こと。

防火区画を貫通する管・ダクト等は関係法令に基づき適切に処理すること。

（最新版）による型番またはＴＯＴＯ品番とする。

VA、VB：黄色の防食テープ＋黄緑色の表示テープ（１ｍ毎３回巻）

・ 一般配管用ステンレス鋼鋼管
・ 配管用ステンレス鋼鋼管

設

備

昇

降

機

１．仕様

・ フレキシブルダクト ・ グラスウールダクト

図中の仕様書参照のこと
図面に記載されていない事項については、原則として

・公共建築工事標準仕様書機械設備工事編（ 最新版）

・公共建築設備工事標準図機械設備工事編（ 最新版）

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

イ）ユニバーサル型吹出口  （ ・  鋼板製 ・ アルミ製）

ハ）吸込口                    （ ・ 鋼板製 ・  アルミ製）

４．福岡市契約事務規程第４１条１項４号に定める中間技術検査

昇
降
機
設
備

特 記 仕 様 書

２．工事項目、工事種別

本工事に使用する機材は、建築材料・設備機材等品質性能評価事業の

設備機材等評価名簿（最新版）によるほか、同等品以上とする。

ただし、同等品以上とする場合には、監督員の承諾を受けること。

なお、三相誘導電動機で省エネ法の特定機器の対象となる機器は

本工事は配管技能士(請負金額2500万円以上は1級、500万円以上2500万円

8．建設発生土の ・ 構内敷ならし ・ 構内指示の場所にたい積

処分方法

イ）機器の能力、容量等（電動機能力除く）は、原則として表示された

設備機器の固定は、次に示す事項を除き、全て「建築設備耐震設計

工事標示板は現場の出入口等のわかりやすい場所に設置し、建設業

消火管
イ）地中埋設・コンクリート内

ロ）露出 裸管に塗装

VS、樹脂管：赤の表示テープ（１ｍ毎３回巻）
＊屋外埋設は、標識テープも布設のこと。

＊屋外埋設は、標識テープも布設のこと。

ハ）隠ぺい 裸管に黄緑色塗装＋保温＋黄緑色の表示ﾃｰﾌﾟ（1m毎3回巻）
ロ）露出   裸管に黄緑色塗装＋保温

＊本特記仕様及び図面に記載されていない事項は、雑用水道技術指針による。

VD、樹脂管：黄色のﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ＋

 黄緑色の表示ﾃｰﾌﾟ(１ｍ毎３回巻）

イ）地中埋設・コンクリート内

ロ）隠ぺい 保温＋青の表示ﾃｰﾌﾟ（２ｍ毎３回巻）

上 水

＊屋外埋設は、標識テープも布設のこと。

４．配管種別

VA、VB：黒の防食テープ＋青の表示テープ（１ｍ毎３回巻）

VD、樹脂管：青の表示ﾃｰﾌﾟ（１ｍ毎３回巻）

３．防食処置 本管直結
イ）本管より水道メータまで
配水管分岐部からメータまではポリエチレンスリーブで被覆する
こと。

ロ）水道メータ以降（外面被覆がないもの）
コンクリート内配管は防食ビニルテープ（オーバーラップ２回巻）
土中埋設配管はﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ防食ﾃｰﾌﾟ１回巻＋防食ビニルﾃｰﾌﾟ１回巻

イ）道路部分 （ ・ １．２ｍ ・ ｍ）
ロ）敷地内

２．埋設深さ

上 水１．配管材料

イ）水道本管直結

・ ライニング鋼管（ ・ＶＡ ・ ＶＢ ・ ＶＤ）

・ ポリエチレン管（ ・ＰＰ ・ ＰＥ）

・ ビニル管（ ・ＨＩＶＰ ・ ＶＰ）

・ 水道用高密度ポリエチレン管（ＰＷＡ００５）

（ただし下水処理水の使用の場合には監督員と打ち合わせのこと。）

（土中埋設）・ライニング鋼管(ＶＤ) ・ポリエチレン管(・ＰＰ ・ＰＥ)

・その他 （ ）（ ）

・ その他 （ ・ ・ ）
ロ）受水槽以降

（屋内） ・ライニング鋼管(・ＶＡ ・ＶＤ)・ その他( )
・ 水道用高密度ポリエチレン管（ＰＷＡ００５）

・車両通行部分（ ・ ０．６ｍ ・ ｍ）（図示）

・その他の部分（０．３ｍ）

・ 鋳鉄管（ＣＩＰ） ・ ライニング鋼管（ＤＶＡ）

・ 耐火二層管（ＦＤＰＤ（ＶＰ））

・ ビニル管（ ・ ＶＰ ・ ＶＵ ・ ＲＦ-ＶＰ ）

・ ビニル管（ ・ VP ・ VU ・ RF-VP

・ ヒューム管（ＨＰ） ・ 鋼管（ ）
・ REP-VU ・ ｶﾗｰVP）

・ 個別感知洗浄方式 ・ 集合感知洗浄方式
・ タイマー洗浄方式

・ 衛生陶器取付型 ・ 壁取付型 

・ ロータンク（・ 手洗い付 ・ 手洗いなし）

なお、シーリングディフューザー型吹出口の接続チャンバ寸法は
次のとおりである。 イ）排気フードの補強、支持金物、接合剤等は標準仕様書の該当

３．外装材

３．建設重機（ﾊﾞｯｸﾎｳなど）は排出ガス対策型、低騒音型を使用すること。

(2)消 防 ・ 消防設備等着工届(消防署長) ・ 消防設備等設置届(消防署長)

(3)水 道 ・ 給水装置工事届出書(水道事業管理者)

申請手続（○の付いたものを適用）

(4)再生水 ・ 工事着手・再着手届(福岡市長)

(5)下 水 ・ 排水設備新設等計画確認申請書(福岡市長)
(6)昇降機 ・ 昇降機確認申請（建築審査課） ・小荷物専用昇降機確認申請書（建築審査課）

(1)共 通 ・ 道路占有許可申請(道路管理者) ・ 道路使用許可申請(警察署長) (7)その他 ・

福岡市財政局アセットマネジメント推進部設備課 日付 . . No. /

工 事 名

図 面 名
特  記  仕  様  書（１）

・ 本工事 ・ 別途工事

令和  ８年 ４月 版

・ 金属強化ポリエチレン管（KPP）



７．ロックウール保温筒又はグラスウール保温筒の使用困難な箇所は、それぞれの保温帯を

機械室.書庫.倉庫

                                                特  記  仕  様  書（２） 縮 尺 Ｎ．Ｓ

下塗 中塗 上塗

１

１ １

１ １

１

１１

２

２

２

２

２

２

１ １

１

１ １

１

１

１１

１ １

塗り回数

11．ステンレス鋼板製のタンク類(SUS444を除く)はエポキシ系塗装により保温材と絶縁する。

10．金属板仕上げの機器類とダクトは、必要により鋼枠を使用する。

また、冷温水のドレン管が防火区画を貫通する部分は、保温を行わず、モルタル又は
ロックウール保温材で埋める。

する冷水管、冷温水管の保温は、その貫通部をロックウール保温材で行う。
２．建築基準法施行令第１１２条第１５項に規定する準耐火構造等の防火区画を貫通

形鋼振れ

止め支持

ビニル管

銅 管

鉛 管

ビニル管

銅 管

２．０ｍ以下

１．０ｍ以下

３．０ｍ以下

２．０ｍ以下

１．０ｍ以下 ２．０ｍ以下

１．５ｍ以下

１２．０ｍ以下

８．０ｍ以下 １２．０ｍ以下

6.0ｍ以下 ８．０ｍ以下 １２．０ｍ以下

棒鋼吊り
温水管

蒸気管

〃

〃

〃

〃管

冷水、
冷温水管

冷水管 Ｐ

機

器

冷水タンク・冷温水タンク

冷水ヘッダー・冷温水ヘッダー

一

〃

15

２０ ２５

４０

状態

15
0

10
0

300

（ ）内は、０号人孔

202
0

20

13
0（

11
0）

00
20

0
20

0
20

0

DDD

H

0100 450 0100

0
11

0

50

DD

注１．各種機器の保温は、各編の該当項目による。

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) ４．空気調和設備工事の保温

５．保温材の厚さ

６．ダクトの板厚

（フォースターを使用すること）７．各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数

凡 例

標準図は、標準的な形状及び施工法の一例を示したものであり標準図の意図する機能

が十分に果たせるものであればよい。ただしその場合は監督員の承諾を事前に得ること。

１．一般仕様

宅内バルブボックス標準図

ホホマンホール 公共桝

８．０ｍ以下

鋼管及 鋼管鋼管及 テ 鋼管鋼管及びステンレス鋼管

鋼管及びステンレス鋼管

分類

１．横走り管の吊り及び支持間隔
からの抜粋による編集（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

Ｐ：ポリスチレンフォーム Ｇ：グラスウール Ｒ：ロックウール

＋ｶﾗｰ亜鉛鉄板

＋ｶﾗｰ亜鉛鉄板

ＶＡ

ＶＢ

      ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

            鋲（又は接着剤）＋保温板＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋鉄線

                              鋲＋ 保温板 ＋ 鉄線 ＋ ｶﾗｰ亜鉛鉄板

                              保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋原紙

                              保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

                                          保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ 原紙 ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

                                    保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

                              保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

                        保温筒 ＋ 粘着ﾃｰﾌﾟ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

                        保温筒 ＋ 粘着ﾃｰﾌﾟ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

                              鋲（又は接着剤）＋ 保温板 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ 鉄線

                                    鋲 ＋ 保温板 ＋ 鉄線 ＋ カラー亜鉛鉄板

                        鋲 ＋ 保温版 ＋ カラー亜鉛鉄板

                        鋲 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

                        鋲 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

                                    鋲 ＋ 保温板 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

                        保温帯 ＋ 鉄線 ＋ ｶﾗｰ亜鉛鉄板

            ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

化粧保温帯  ﾗ ｸ  化粧保温帯  ﾗ ｸﾗ ｸ 化粧保温帯  ﾗ ｸ 粘着ﾃ    ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

                        鋲 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

保温筒＋鉄線＋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ＋ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又はｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

保温筒＋鉄線＋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ＋ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又はｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

      (冷媒管に適用) 保温筒＋鉄線＋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ＋ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

                        ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温筒 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 粘着ﾃｰﾌﾟ

                              保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋合成樹脂製カバー

                                    鋲 + 保温板 + ｶﾞﾗｽｸﾛｽ + 銅亀甲金網又はｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ

                                    保温帯 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋ ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

                        鋲 ＋ 保温板 ＋ ガラスクロス

            ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温帯 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ

                        ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ ＋ 鉄線 ＋ ｶﾗｰ亜鉛鉄板

Ｐ，Ｇ又はＲ

Ｇ又はＲ

Ｐ，Ｇ又はＲ

Ｇ又はＲ

屋外露出、多湿箇所

屋内露出
長方形

ダクト

ダクト

屋内露出
ルルスパイラル

屋外露出、多湿箇所

温水ヘッダー・蒸気ヘッダー

温水タンク・還水タンク

熱交換器・膨張タンク

保温区分 施 工 箇 所 施 工 順 序

                              保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ ＋合成樹脂製カバーＧ又はＲ

屋内露出

屋内露出

)(膨張管含)

冷媒管
床下、ピット内

屋外露出・多湿箇所

(膨張管含)

保温筒Ｐ)
はは(ﾌﾞﾗｲﾝ管は

(冷水温度
222～4℃)

Ｐ，Ｇ又はＲ

屋外露出・多湿箇所

床下、ピット内

材 料

般

ダ

ト

ク

消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ・エルボ

サプライチャンバー

排煙ダクト
長方形

円 形
煙 道

屋内隠ぺい

屋内隠ぺい

Ｐ:ポリスチレンフォーム Ｇ:グラスウール Ｒ:ロックウール

保温材の厚さ 参考使用区分 種別
呼び径

100 150 200 250
以上

300

給湯管及 温水管給湯管及 温水管給湯管及び温水管

蒸気管

給水管及び排水管

ブライン管

鋼板製（膨張）タンク

貯槽、冷温水ﾀﾝｸ､排気筒

サプライチャンバー

消音チャンバー等

一般ダクト

排煙ダクト

Ｐ

Ｐ

Ｐ

冷水管(冷水温度2～4℃)

4020 3225 806550 125

２５ ４０
２５２０

２０Ｇ,Ｒ
Ｇ,Ｒ

Ｇ,Ｒ

Ｐ,Ｇ,Ｒ

２０ ３０ ４０

５０４０３０

３０ ４０ ５０

６５５０４０

２５

５０

５０

２５

露出部及び多湿箇所は50，隠ぺい部は25

露出部及び多湿箇所は50，隠ぺい部は25

７５

Ｇ,Ｒ

Ｇ,Ｒ

Ｇ,Ｒ

Ｇ,Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｇ,Ｒ

冷温水管,冷水管,冷媒管(G,R)

煙 道

４．隠ぺいダクトのフランジ部（補強を含む）は厚さ２５ｍｍの保温を重ね巻きを行うか、
隠ぺい部の保温厚さをフランジ高さ＋１０ｍｍ以上とする。

３．冷水及び冷温水のドレン管の保温は、排水管の項による。

（チ）屋外露出の煙道及び煙突
（ト）保温フレキシブルダクト及びたわみ継手
（ヘ）内貼りしたダクト及びチャンバー
（ホ）屋内外露出及び防火区画されたダクトシャフト内排煙ダクト
（ニ）空調している建物内の還りダクト
（ハ）排気用ダクト（厨房設備の排気ダクトはロックウール５０ｍｍ断熱施工(福岡市仕様)）
（ロ）外気取入れ用ダクト（全て行う。（福岡市仕様））

５．次のダクト等は、原則として保温を行わない。（保温を行う場合は特記による。）

（イ）ユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機

（ヘ）プレート形熱交換器
（ホ）空調用密閉形隔膜式膨張タンク

（ハ）ポンプ
（ニ）オイルサービスタンク及びオイルタンク

（ロ）送風機

６．次の機器は、保温を行わない。

７．次の管、弁、フランジなどは、保温を行わない。

（チ）油管
（ト）エア抜弁以降の配管及び排泥弁以降の配管
（へ）各種タンク類のオーバーフロー管及びドレン管
（ホ）ポンプ回りの防振継手、フレキシブルジョイント
（ニ）冷凍機の冷却水用配管

ジョイント、弁及びフランジ
（ハ）蒸気管及び温水管で、屋内及び暗渠内の伸縮継手、防振継手、フレキシブル
（ロ）蒸気管及び温水管で屋内及び暗渠内の各種装置回り配管
（イ）放熱器廻り蒸気配管,及び温水管

８．冷水及び冷温水用の露出配管で、呼び径６５以上の弁、ストレーナなどは、
ビスなどにより容易に着脱できる金属製カバー（屋外はステンレス鋼板又はガルバリウム鋼板
屋内はカラー亜鉛鉄板）による外装を施す。

９．蒸気管及び温水管の施工順序は、ポリエチレンフィルムを除く。（床下、屋外露出を除く）

12．ロックウール保温板及びグラスウール保温板の使用困難な箇所は、それぞれの
帯またはブランケットを使用してもよい。

14．屋内隠ぺい、排煙ダクトの場合は、きっ甲金網押えを行う。

15．断熱被覆銅管を使用する場合、化粧カバーでよい。

13.（原紙+アルミガラスクロス）はアルミガラスクロス化粧原紙を、また（保温材+ガラスクロス）
はガラスクロス化粧保温板を各々使用してもよい。

ブライン管

鉛鉄板 板亜鉛鉄板の板厚 ダ低圧ダクト長辺（Ｌ） 高圧1.2ダクト長辺（Ｌ）
０．５ Ｌ≦４５０

４５０＜Ｌ≦７５００．６
０．８

１．０

１．２ ２２００＜Ｌ

１５００＜Ｌ≦２２００

７５０＜Ｌ≦１５００ Ｌ≦４５０

４５０＜Ｌ≦１２００

１２００＜Ｌ

注１．共板工法ダクトは、長辺の長さ１５００ｍｍ以下の低圧ダクトに適用する。

事前に監督員の承諾を得ること。

ＳＧＰ（白）

蒸気管及継手(黒)

煙突及び煙導

ダクト

機 材

露出

露出

露出

露出

露出

露出

内面

隠ぺい

隠ぺい

断熱有

断熱無

室内外より見える範囲

      下塗りは錆止めペイント 

耐熱温度はボイラー用

      下塗りは錆止めペイント 

      下塗りは錆止めペイント 

      下塗りは錆止めペイント 

      下塗りは錆止めペイント 

塗料の種別
                                塗 装 箇 所

備 考

支持金物

      架台類 ※注４

３. 標準図

無筋コンクリート

クラッシャ－ラン

栗 石又は
クラッシャ－ラン

0150Φ

0（200Φ）

▽ＧＬ

ＶＰ１５０Φ
（ＶＰ２００Φ）

ボックス

適用バルブ
Ｖ１０１

１３～３２

Ｖ１０５
４０～５０

（ ）寸法
)))300Φ(450Φ)

ボックス
適 バ ブブ適用バルブ ６５～８０

ＭＨＡ－Ｐ－１ＭＨＡ－Ｐ－２
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（ ）寸法

市型補助桝
３００Φ（４５０Φ）
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( )( )1200(1060)
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環（ ）口環（上）

環（ ）環（ ）口環（下）

躯体（躯体（ ）躯体（上）
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躯体（中）

躯体（下）
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0

550

汚水桝
1.5D
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0

100
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0100

100100 10
0
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４００Φ

４５０Φ

寸法 寸法寸法 寸法Ｄ寸法 1.5Ｄ寸法
３５０

５００
４５０

５２５

６７５
７５０

蓋 ＨＡＳＳ－２種

                        鋳 鉄 防 臭 蓋

雨水桝
1.5D

15
0

100

100
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0以

上
0

10
0100
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0

10100100

蓋 ＨＡＳＳ－２種
                        鋳 鉄 防 臭 蓋

３００Φ

４５０Φ
４００Φ

３５０

Ｄ寸法 1.5Ｄ寸法

４５０

５００
６７５
７５０

５２５
小口径桝保護蓋

300

▽ＧＬ

10
0

▽ＧＬ

300

10
0

小口径汚水桝

（イ）換気用ダクト

調合ペイント

調合ペイント

調合又ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ

錆止めペイント

錆止めペイント

ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ

耐熱錆止めﾍﾟｲﾝﾄ

耐熱塗料

調合ペイント

調合ﾍﾟｲﾝﾄ黒艶消し

調合ペイント

8015 20 25 32 40 50 65 100 125 150 200 250 300

6.0ｍ以下

Ｒ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

Ｐ

では４００℃以上

工 事 名

図 面 名

12.ポリスチレンフォーム保温筒使用の場合，鉄線に替え粘着テープ使用とする。 福岡市財政局アセットマネジメント推進部設備課 日付 . /

一般居室、廊下

機械室、書庫、倉庫

天井内、PS内、空隙壁中

一般居室、廊下

天井内、PS内、空隙壁中

機械室、書庫、倉庫

天井内、PS内

一般居室、廊下

機械室、書庫、倉庫

屋内隠ぺい、ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

一般居室、廊下

機械室、書庫、倉庫

屋内隠ぺい、ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

注２．グラスウールダクトの使用の場合には、ＪＩＳ Ａ４００９によるものとし、

調合ペイント塗りなど

を施す鉄面

調合ペイント塗りなど

を施す亜鉛めっき面

２．次の各種機材は、塗装を行わない。

（ハ）亜鉛メッキされた鋼製架台類。

（ロ）亜鉛メッキされたもので、常時隠ぺいされる部分。

（ニ）アルミニウム、銅、合成樹脂製など特に塗装の必要を認められない面。

８．塗装を施す素地ごしらえ

２．ねじ切りした部分の鉄面は、錆止めペイント２回塗を行う。

４．亜鉛メッキ面を除く。

用 途 工 程 順 序 処 理 方 法

注１．錆止めペイントは、エッチングプライマー塗りのあと２時間以上８時間以内に塗る。

の除去

２．油類の除去

１．汚れ及び付着物の除去

２．油類の除去

３．化学処理

９．埋設配管

（Ａ）外面被覆鋼管以外の鋼管をコンクリート内及び埋設する場合には、防食ビニルテープ

を２回巻きとする。

（Ｂ）標識テープを施工する場合は、地表から１５０ｍｍ程度の深さに埋設する。

ただし、公道部分は路面下０．８ｍの深さに埋設する。

（２）防食処理

（Ａ）コンクリート内に埋設される鉛管は、防食ビニルテープを１／２重ね１回巻とする。

（Ｂ）外面樹脂被覆を施した管継手の外面樹脂部と管の隙間及びねじ込み後の残り

ねじ部をブチルゴム系コーキングテープ又はゴムリングで完全に密封させる。

また密封後は、防食テープ１回巻きとする。

スクレーパー、ワイヤブラシ

ディスクサンダーなど

揮発油ぶき

スクレーパー、ワイヤブラシなど

      エッチングプライマー １種１回塗り

揮発油ぶき

施工要領

（１）一般事項

（１）次項標準図は２次側の給水系統であり、水道直結は水道局基準による施工のこと。

（２）標準図は非舗装部の要領であり、舗装部の施工は保護コンクリートの施工は不要とする。

（３）バルブボックスの仕上り高さは直近の側溝等を参考とし、歩行に支障なき様施工のこと。

（４）バルブボックス内には砂又は砕石を入れること。

（５）雑用水のバルブボックス（バルブ共）は黄緑色にて塗色のこと。

（６）バルブボックス内に、表示札（常開・常閉，口径，行先，設置年月等）を入れること。

１．給水設備

バルブボックス

市型桝

（１）標準図は、非舗装部の要領であり、舗装部の施工は、保護コンクリートの施工は不要と

              なお、保護コンクリートの角は面取りを行うこと。

                                          する。なお保護コンクリートの角は面取りをすること。

（２）桝の仕上り高さは直近の側溝等を参考とし、歩行に支障のなき様施工のこと。

（３）掘削深さが１．５ｍ以上又は、地盤の崩壊するおそれが有る場合には、土留め矢板を

                                   施工すること。

２．排水設備

３．雑用水給水設備

ことを確認すること。

すること。

３．ＶＡ、ＶＢは、水道用硬質塩ビライニング鋼管。

１．さび、汚れ及び付着物

（イ）埋設されるもの。

       雑用水給水設備に係る工事を行う場合は、以下の項目を施工計画書に記載し、誤接合がない

（１）雑用水配管を壁や床等を貫通させる場合は、施工前に配管塗装（黄緑色）と管の端末付近に

表示テープ巻を行い貫通部から容易に識別できる70mm以上の長さを確保し、施工状況の写真
を撮影すること。また、既設管との接続箇所については、既設配管切断前に必ず表示テープ

巻きを行うことで配管切断後も雑用水配管が識別できるようにし、全ての箇所の写真を撮影

（２）配管接合においては、目視や打音検査等による確認を行うこと。

（３）上水・雑用水配管の各系統ごとのバルブを閉止し、各々出水確認を行うこと。

（４）通水試験は、雑用水系統に着色水を使用して誤接合がないか確認すること。

11．ポリスチレンフォーム保温筒使用の場合は、原紙を不要とする。

10．ステンレス鋼板製貯湯タンク(SUS444を除く)は、エポキシ系塗装により保温材と絶縁する。

９．金属板仕上げの鋼板製タンクには、必要により鋼枠を使用する。

８．（原紙＋アルミガラスクロス）は、アルミガラスクロス化粧原紙を使用してもよい。

使用してもよい。

フェールトもしくはグラスウール保温帯または波形保温板を使用してもよい。

６．ポリスチレンフォーム保温筒の使用困難な箇所は、ロックウール保温帯、ロックウール

５．給水及び給湯用の露出配管で、保温を行う呼び径６５以上の弁、ストレーナなどは、ビス
等により容易に脱着できる金属製カバー（屋外はステンレス鋼板又はガルバリウム鋼板、
屋内はカラー亜鉛鉄板）による外装を施す。

４．次の機器は、保温を行わない。

３．次の管、弁、フランジなどは、保温を行わない。（保温を行う場合は、特記による。）

（ヘ）保温付被覆銅管
（ト）排水管で、暗渠内配管（ﾋﾟｯﾄ内を含む）、共同構内配管、耐火二層管，屋外露出配管

（チ）通気用配管。（排水管の分岐点より１００mm以下の部分を除く。）

（屋外露出管を除く）（福岡市仕様）

（ヌ）厨房機器及びガス湯沸器回りの給水、排水及び給湯管。
（ル）各種タンク類のオーバ－フロー管及びドレン管。
（ヲ）エア抜弁以降の配管及び排泥弁以降の配管など。

（リ）消火配管

２．鋼板製のﾀﾝｸは、特記のある場合のみ保温を行う。（ただし蓋の部分は保温を行わない。）

（ハ）給水管及び排水管の地中又はコンクリート埋設配管。
（ロ）給水用配管でポンプ回りの防振継手、フレキシブルジョイント。

（イ）衛生器具の付属品と見なされる器具及び配管。（流し下部の床上排水管を含む。）

（ホ）給湯用配管で、屋内及び暗渠内配管の伸縮継手、防振継手、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄなど。

            （イ）ポンプ （ロ）消火用呼水タンク （ハ）給湯用密閉形隔膜式膨張タンク

（ニ）屋内外露出の排気筒

注１ 屋外支持金物（ボルト、ナット含む）はステンレス製とし支持架台は溶融亜鉛メッキ製とする。
注２ 外壁に設置する鋼管及、銅管及びビニル管（常時満水）の立管で、口径５０Ａ以下の場合は

立てバンド支持（座付羽子板）としてもよい。
注３ ピット内の吊り金物はステンレス製とする。

管の保護をする。

12.70mm以上の場合は2.0m以下とする。ただし、液管・ｶﾞｽ管共吊りの場合は液管の外径と

する。なお、化粧カバー等を使用する場合で製造メーカの基準がある場合はその基準に従う。

（B）揚水管は、当該ポンプの全揚程に相当する圧力の２倍の圧力（最小0.75MPa）とする。

（C）高置タンク以降の配管は、静水頭に相当する圧力の２倍の圧力（最小0.75MPa）とする。

（2）排水管は、器具取り付け後通水試験を行う。

（3）給湯管は、上記（１）に準ずる。

（A）給水装置に該当する管は、1.75ＭＰａ以上とする。

おけるもので保持時間は、最小６０分（ただし、給水装置部分については１分以上）とする。
（1）給水管は、次の圧力値による水圧試験を行う。なお圧力は配管の最低部に

２．試 験

めは各階スラブ面の高さ及びその中間位置とする（最上階は末端にも振れ止めを設置）。

注４ 銅管又はステンレス鋼管を鋼製金物で支持する場合には、ゴム又は絶縁テープ等で

注５ 冷媒用銅管の横走り管の吊金物間隔、銅管の基準外径が9.52mm以下の場合は1.5m以下、

注６ PE管の支持について、横走り管の吊り及び振れ止め間隔はビニル管に準じ、立管の振れ止め

屋外露出・多湿箇所

〃

〃

Ｐ

及び

通気管

排水管

３．給排水衛生工事の保温

Ｐ,Ｇ又はＲ

Ｐ,Ｇ又はＲ

Ｐ

Ｐ：ポリスチレンフォーム Ｇ：グラスウール Ｒ：ロックウール

                        保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 合成樹脂製カバー

                                    保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 原紙 ＋ アルミガラスクロス

                              保温筒 + 粘着テープ + ポリエチレンフィルム 

                        保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 合成樹脂製カバー

                                    保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 原紙 ＋ アルミガラスクロス

                        ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温筒 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 粘着ﾃｰﾌﾟ

                        ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温筒 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 粘着ﾃｰﾌﾟ

鋼板 リ鋼板 リ鋼板 リウ 鋼板＋ステンレス鋼板又はガルバリウム鋼板

      ＋ 着色アルミガラスクロス
                        保温筒 ＋ 粘着テープ ＋ ポリエチレンフィルム

屋内露出

屋内露出

床下、ピット内

厨房等の多湿箇所

給 水

施 工 順 序材 料施 工 箇 所保温区分

〃

〃

天井内、PS内、空隙壁中

機械室、書庫、倉庫

一般居室、廊下

一般居室、廊下

機械室、書庫、倉庫

天井内、空隙壁中

                        保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 合成樹脂製カバー

給湯管

含む）

Ｇ又はＲ

注１．給水・排水管で建築基準法施行令第１１２条１５項に規定する準耐火構造等の防火区画など

Ｐ,Ｇ又はＲ
鋼板製
タンク

貯湯タンク

排気筒 隠ぺい Ｒ

                                    保温筒 ＋ 鉄線 ＋ 原紙 ＋ アルミガラスクロス

                        ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 化粧保温筒 ＋ ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 粘着ﾃｰﾌﾟ

                        保温筒 ＋ 鉄線 ＋ ポリエチレンフィルム

      ＋ 着色アルミガラスクロス

                        鋲 ＋ 保温板 ＋ カラー亜鉛鉄板

                                    鋲 ＋ 保温板 ＋ ポリエチレンフィルム ＋ 鉄線
      ＋ カラー亜鉛鉄板

保温帯＋鉄線＋アルミガラスクロス＋金網

      保温筒+鉄線+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ+ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又は ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

（膨張管

屋内露出

床下、ピット内

屋外露出・厨房等の多湿箇所

〃

〃

〃

〃

Ｇ又はＲ

一般居室、廊下

機械室、書庫、倉庫

天井内、PS内、空隙壁中

保温筒+粘着ﾃｰﾌﾟ+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ+ｽﾃﾝﾚｽ鋼板又は

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板Ｐ

・
継

手

及

び

弁

類

を

含

む

管

機

器

を貫通する部分は保温を行わずモルタル又はロックウールもしくは耐火パテで埋める。

       保持時間は最小60分とする。

（5）連結送水管送水口等、各種送水口に連結される配管は、配管の設計送水圧力等の1.5倍の圧力と

       し、(4)と兼用される配管は、(4)、(5)いずれか大なる圧力とする。

（6）油配管は、空気圧試験とし最大常用圧力の1.5倍の圧力とする。保持時間は最小30分とする。

（7）冷温水配管等は、水圧試験とし最大使用圧力の1.5倍の圧力とする。

            （8）冷媒管は、気密試験（設計圧力 , 保持時間２４時間）終了後、真空乾燥を行う。

保持時間は最小３０分（最小 0.75MPa）とする。

（4）消火ポンプに連結される配管は、ポンプの締切圧の1.5倍の圧力とする。

（ニ）ＰＳ・ピット内の給水用ライニング鋼管（ＶＤ管）、樹脂管(福岡市仕様）

            令和  ８年 ４月 版



２４．令和  ２年 ４月 改訂（契約不適合責任、共通仕様書、発生材の処理、防火区画貫通部の処理、保証書の提出、

配管材料、配管種別、温湿度空気設計条件、保温、塗装についての内容変更）

〇一般廃棄物の処分について
１．一般廃棄物処分量の確認

・一般廃棄物の処理を証する伝票には、工事件名を記載すること。

４４．令和  ６年 ８月 改訂（猛暑による作業不能日数について追加）

縮 尺 Ｎ．Ｓ

福岡市財政局アセットマネジメント推進部設備課 日付 . /

特  記  仕  様  書（３）

工 事 名

図 面 名

１．平成  ９年 ６月 作成

２．平成１４年１０月 改訂（CORINS取り扱い変更）

３．平成１５年 ４月 改訂（その他に、創意工夫等の提出、鉛対策給水用具を追加）

４．平成１６年 ４月 改訂（産廃取り扱い変更）

５．平成１７年 ４月 改訂（工事電力・水道その他変更・共通仕様内容変更）

６．平成１８年 ４月 改訂（耐震水槽・資格内容変更）

７．平成１８年 ７月 改訂（申請手続追加）

８．平成１９年 ４月 改訂（ﾊﾞｯｸﾎｳ使用基準追加）

９．平成１９年１２月 改訂（中間技術検査追加）

１０．平成２０年 ９月 改訂（空調屋内温度条件・課名変更）

１１．平成２０年１２月 改訂（完成図書、電子納品基準追加）

１２．平成２１年 ８月 改訂（ＣＯＲＩＮＳの条件変更等）

１３．平成２１年１２月 改訂（施工体制の確認に関する事項追加）

１４．平成２２年 ９月 改訂（地下埋設物調査等に関する事項追加）

１５．平成２２年１０月 改訂（公共建築工事標準仕様書の内容変更）

１６．平成２４年 ２月 改訂（地場企業及び地場企業資材・製品の活用に関する内容追加）

１７. 平成２５年 ３月 改訂（設計変更に伴う契約変更について追加、現場代理人及び技術者の適正配置に関する運用追加）

１８. 平成２５年 ７月 改訂（配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係に関する条件追加）

１９. 平成２５年 ７月 改訂（保証書の提出に関する事項追加）

２０. 平成２７年 ８月 改訂（機材に関する事項内容追加等）

２１. 平成２８年１２月 改訂（公共事業労務費調査に対する協力追加）

２２. 平成３０年 ３月 改訂（部分払の内容修正）

２３. 平成３１年 ３月 改訂（下請人、資材・製品の地場企業の活用についての内容修正）

２５．令和  ２年 ４月 追記（新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更について）

２６．令和  ２年 ９月 改訂（施工要領 ３．雑用水給水設備 に係る内容追加）

２７．令和  ２年１０月 改訂（法定外労災保険の付保について）

２８．令和  ２年１２月 改訂（工事を施工しない日・時間帯について、現場環境改善について）

２９. 令和 ３年 ３月 改訂（特例監理技術者の配置に関する条件追加）

３０. 令和 ３年 ４月 改訂（週休２日工事の試行について、情報共有システム活用の試行について、

工事履行報告書の提出について）

３１. 令和 ４年 ４月 改訂（週休２日工事について）

３２. 令和 ４年 ８月 改訂（２. 特記仕様 一般共通事項 １.機材 についての内容修正）

３３. 令和 ４年１０月 改訂（２. 特記仕様 一般共通事項 ８.建設発生土の処分方法）

３４. 令和 ５年 １月 改訂（現場代理人及び技術者の適正配置に関する運用について，遠隔臨場について）

３５. 令和 ５年 ３月 改訂（押印欄の廃止）

３６．令和  ５年 ５月 改訂（１.共通仕様についての内容変更）

３７．令和  ５年 ５月 改訂（給湯設備 １.配管材料についての内容変更）

３８．令和  ５年 ５月 改訂（新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更について）

３９．令和  ５年１２月 改訂（昇降機設備の追加、自動制御設備の廃止）

４０．令和  ５年１２月 改訂（給水設備 １配管材料についての内容変更、１．横走り管の吊り及び支持間隔 注７追加）

４１．令和  ５年１２月 改訂（石綿有無の事前調査及び調査結果報告追加）

４２．令和  ６年 ３月 改訂（交通誘導警備員の労働災害防止の徹底について追加）

４３．令和  ６年 ３月 改訂（週休２日制度について内容変更）

〇遠隔臨場について

〇石綿有無の事前調査及び調査結果報告について

行うこと。

１．遠隔臨場の対象工事について（該当する場合〇印）

・本工事は、建設現場の遠隔臨場の対象工事である。

実施については、工事契約後に受発注者間で協議し決定する。

２．実施内容

① 「監督員の立合い等」の実施

工事受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWEB会議システム

等を利用して配信し、「監督員の立合い」、「監督員と協議」、「監督員の検査」

及び「関連工事等の調整」（以下、「監督員の立会い等」という。）を実施するも

のである。実施内容については、受発注者間で協議するものとする。

② 機器の手配

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWEB会議システム等は受発注者間で協議

の上、工事受注者が手配するものとする。これによらない場合は受発注者間で協議

して決定するものとする。

③ 費用

遠隔臨場の対象工事となる場合、費用については発注者負担とし、請負代金額を増

額変更する。

④ 不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等は行わないこと。

１．石綿有無の事前調査について

・本工事は、石綿有無の事前調査が必要な工事です。

事前調査は、法令で定められた有資格者が実施すること。

２．実施結果の報告について

① 石綿事前調査報告システムにより、労働基準監督署及び福岡市環境局へ報告を

② 作業開始前に、事前調査結果を監督員に書面で説明すること。

③ 事前調査の結果を現場に掲示すること（Ａ３サイズ以上）。

④ 事前調査に係る費用は本工事に含む。ただし、事前調査において石綿分析調査

の必要が生じた場合や、図面に記載のない石綿除去工事が生じた場合は、監督員

と協議すること。

〇工事請負契約書に定める設計変更に伴う契約変更の手続きは、以下のとおりと
する。
１．契約変更の時期について

設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものと

する。ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末（複数年度にわたる工事にあ

っては、各会計年度の末又は工期の末）に行うことができるものとする。

軽微な設計変更とは、原則として次に掲げるもの以外をいう。

① 設計変更額が当初設計金額の２０％を超えるもの。

② 構造、工法、位置又は断面等の変更で重要なもの。

③ その他上記に準ずる重要なもの。

〇公共事業労務費調査に対する協力
１．本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、

調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する等、必要な協力を行わなけれ

ばならない。また、本工事経過後においても、同様とする。 

２．調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注

者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の

工期経過後においても、同様とする。

３．公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、

受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存

する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなけ

ればならない。

４．受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下

請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前３

条と同様の義務を負う旨を定めなければならない。

〇法定外の労災保険の付保
本工事において、受注者は政府労災保険への加入義務がある場合、法定外の労災保険

に付さなければならない。また、保険契約を締結した際はその証券又はこれに代わるも

のを監督員に提示すること。

〇下請人、資材・製品の地場企業の活用に関する事項
１．受注者は、工事施工に伴う下請業者及び資材・製品供給業者の選定にあたっては、

特段の理由がない限り地場企業への発注等を行うこと。

２．受注者は、工事にかかる資材・製品については、特段の理由がない限り地場企業

資材製品を使用すること。

３．受注者は、下請業者の１次下請に地場企業を使用しない場合、その理由を付した

書面を施工体制台帳に添付のうえ、監督員に提出すること。

４．受注者は、使用する資材・製品について、書面を監督員に提出すること。

〇地下埋設物調査等に関する事項
１．工事着手前における地下埋設物調査の徹底について

① 工事箇所に地下埋設物がある場合、工事着手前にその種類、位置、形状、深さ、

構造等をそれらの管理者が有する資料（台帳、竣工図等）と照合し確認するも

のとする。なお、破損による影響が広範囲に及ぶ重要な地下埋設物については、

管理者との協議を行い詳細な確認を行うものとする。

② 必要に応じて試掘、ボーリング及び地中探査等原位置での調査を、監督員と協議

のうえ実施するものとする。

③ 地下埋設物の確認については、別紙様式により行い、結果を監督員へ報告するも

のとする。

２．近接施工に関する確認・対策の徹底について

① 工事箇所に近接する地下埋設物等について、その種類、位置、形状、深さ、構造

等を確認し、工事による影響について管理者と協議のうえ検討を行うものとする。

なお、必要に応じて適切な対策を管理者及び監督員と協議のうえ検討、実施する

ものとする。

② 近接の範囲については、各管理者によって異なるため、管理者との協議を行うも

のとする。

〇工事履行報告書の提出について
監督職員が工事の進捗管理のために「工事履行報告書」を求めた場合について、これ

に代わるものが提出され、進捗を確認することができた場合、「工事履行報告書」の提

出は不要とする。ただし、契約約款第３４の２において中間前払金を請求する場合や、

部分払の支払いのために進捗を確認する必要がある場合は、工事履行報告書を提出する

こと。

〇猛暑による作業不能日数
１.猛暑による作業不能日数について（該当事項〇印）

・本工事は、猛暑による作業不能日数を○日間見込んでいる。なお、気象状況により

工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間に

おいて、環境省が公表する九州地方_福岡_福岡地点におけるWBGT値が３１以上となり

、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、または現場を閉所した時間を算定し

、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））が当初見込んだ日数

から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することがで

きる。

・本工事は、猛暑による作業不能日数を当初の工期には見込まず、建設工事請負契約

書契約条項第21条に基づき、受注者からの請求により協議する。

〇建設キャリアアップシステム活用工事について
・本工事は、建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事の対象工事です。

実施にあたっては、「福岡市 建設キャリアアップシステム活用工事 実施要領」

に基づき行うこと。実施要領は、福岡市ホームページの「建設キャリアアップシス

テム（ＣＣＵＳ）活用工事」を参照すること。

〇ウィークリースタンスの実施について
本工事は、ウィークリースタンスの対象工事である。

実施にあたっては、福岡市役所ホームページ掲載の「ウィークリースタンス実施要領

（工事）」に基づき実施するものとする。

４５．令和  ６年１０月 改訂（ウィークリースタンスについて追加、週休２日工事について内容変更）

〇施工体制の確認に関する事項
１．施工体制の確認方法

本工事の施工体制の確認は以下の方法により行う。

① 下請契約を締結した場合は、「施工体制台帳」及び「工事作業所災害防止協議会兼

施工体系図」を基に確認する。

（施工体制台帳）

施工計画書に添付せず、施工体制台帳の写しを単体で提出すること。

（工事作業所災害防止協議会兼施工体系図）

施工計画書ではなく、施工体制台帳に添付すること。

工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示すること。

② 下請契約を締結しない場合は、施工計画書等により確認する。

③ 施工体制に変更が生じた場合は、上記書類をそのつど提出すること。

２．施工体制の確認に関する点検

① 抜き打ち点検

一括下請など施工体制に関する点検を抜き打ちで行う場合がある。

② 検査時における点検

中間技術検査等、各段階の検査時において点検を行う。

３．不備が発覚した場合の措置

① 工事成績評定での減点措置

監督課、検査課が連携し減点措置を行う場合がある。

② 請負代金の支払い

書類が完備するまでは検査完了として取り扱わず、請負代金の支払い事務を開始し

ないものとする。

③ 悪質なケース

虚偽の記載や一括下請等悪質なケースが判明した場合は、関連部署と協議の上、建

設業許可部局への通知や指名停止等の措置を行う場合がある。

〇現場環境改善（快適トイレの設置の試行）

〇建設発生土の搬入（受入条件は下記のとおりとする。）

〇交通誘導警備員の労働災害防止の徹底について

本工事の残土は、〇〇〇〇に搬入するものとし、受入条件は下記のとおりとする。

１．受入場所

住所：〇〇市〇〇区〇〇番地

施設名称：〇〇〇〇

２．運搬距離

受入地までの運搬距離は、〇〇km とする。

３．受入不適なもの

４．受入期間

午前9 時～午後5 時まで

第４種の建設発生土及び汚泥

ただし、日・祝日及び毎月第1・3 土曜日は受入を中止する

なお、これにより難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計

変更の対象とする。

警備契約書及び警備計画書等で取り決めた警備業務の範囲基づき、交通誘導員の労働

災害防止対策の徹底を図ること。

〇現場代理人及び技術者の適正配置に関する運用

・ 本工事における現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事であり

○ 一般競争入札による工事の場合は、入札参加資格確認申請の日以前に３か月以上

の雇用関係にあること。

○ 指名競争入札による工事の場合は，入札の執行日（開札日）以前に３か月以上の

雇用関係にあること。

○ 随意契約による工事の場合は，見積書の提出日以前に３か月以上の雇用関係にあ

ること。

１．現場代理人の常駐義務について（該当事項○印）

① 請負契約の締結後から現場施工に着手するまでの期間

ける現場代理人については、工事現場における常駐を要する工事です。

ただし、下記に示す期間については現場代理人の常駐を要しないものとします。

（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間）

② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により

工事を全面的に一時中止している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の

工場製作を含む工事全般について、工場制作のみが行われている期間

２．監理技術者等の工事現場にける専任及び専任期間について

※ 監理技術者制度運用マニュアル（国交省）による

【 最終改正 令和 ７年 １月 ２８日 】

３．配置技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について

建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者（主任（監理）技術者、特例監理

技術者、監理技術者補佐）については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係に

ある者を配置しなければならない。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、次の

要件を満たす必要がある。

他の工事への兼任は認められません。

４．専任特例２号の監理技術者（特例監理技術者）の配置について（該当事項○印）

・ 本工事は、専任特例２号の監理技術者（建設業法第２６条第３項ただし書

第２号による監理技術者）の配置は認められません。

・ 本工事は、次の要件に該当する場合、専任特例２号の監理技術者（建設業法第26条

第３項ただし書第２号による監理技術者）を配置することができます。

① 本工事の当初請負金額が3億円未満である場合

② 兼任する工事が、24時間体制での応急処理工や

緊急巡回等が必要な維持工事同士（単価契約含む）でない場合

４６．令和  ７年 ２月 改訂（現場代理人及び技術者の適正配置に関する記載内容を変更）

※ 契約金額が4,500万円（建築一式工事：9,000万円）以上となる場合、本工事にお

４７．令和  ７年 ７月 改訂（下請負（建設重機械）通知書の廃止、熱中症対策追加）

〇熱中症対策について
受注者は、熱中症対策として、以下の項目を実施する場合は、仕様や費用が分かる資料（

カタログ・見積等）を監督員に提出の上、必要な設置期間等を協議することとし、その費用

については設計変更の対象とする。

（１）遮光ネット（足場に設置するものに限る）

なお、上記熱中症対策の実施後、実績が分かる資料（写真等）を監督員に提出すること。

４８．令和  ７年１０月 改訂（情報共有システム活用の試行の廃止、工事情報共有システムの追加）

〇週休２日工事について

・ 発注者指定方式（発注者が工事情報共有システムを利用することを指定して実施）

・ 受注者希望方式（受注者が工事情報共有システムの利用を希望する場合は協議して実施）

〇工事情報共有システム

１．発注方式について（該当事項〇印）

２．費用補正について

１）発注者指定方式

工期に応じて共通仮設費に積上げ積算して、予定価格を作成している。工期に変更があった
場合は、期間の増減に応じて設計変更する。

工事情報共有システムの利用期間に応じて、増額変更する。

２）受注者希望方式

３．指定システム

電納ASPer （株）建設総合サービス

４９．令和  ８年 ４月 改訂（週休２日制度についての内容変更、給湯設備 １．配管材料についての内容変更

令和 ８年 ４月 版

３）補正係数は、「福岡市営繕工事における週休２日工事実施要領」を参照すること。

１.週休２日工事の対象工事について

本工事は、週休２日工事の対象工事であり、週休２日を前提とした工期を設定している。

・週休２日 Ⅰ型（受注者が工事着手前に「週単位の週休２日」に取り組む旨を発注者と協議した

２.発注方式について（該当事項〇印）

３.費用補正について

うえで取り組む方式（月単位の週休２日及び通期の週休２日は必須））

・週休２日 II型（受注者が工事着手前に「週単位の週休２日」又は「月単位の週休２日」に取り

組む旨を発注者と協議したうえで取り組む方式（通期の週休２日は必須））

労務費)を補正して予定価格を作成している。現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、
なる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の

１）週休２日 Ⅰ型の場合、「月単位の週休２日」の達成を前提に、労務費(予定価格のもとと

２）週休２日 II型の場合、「通期の週休２日」の達成を前提に、労務費(予定価格のもととなる
工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正

（福岡市ホーム > 創業・産業・ビジネス > 公共工事・技術情報 > 工事基準 > 週休２日工事）

2)「福岡市営繕工事における週休２日工事実施要領」に基づき実施すること。

その職務を行う代理者をあわせて指名する。
1）発注者は、労働安全衛生法に基づき指名する統括安全衛生管理義務者が現場休息となる日に、

４.その他

金額のうち補正分を減額変更する。
増額変更する。また、「月単位の週休２日」が未達成の場合は、補正係数を除し、請負代
「週単位の週休２日」を達成した場合は、補正係数を変更し、請負代金額のうち補正分を

２日」または「月単位の週休２日」を達成した場合は、補正係数を変更し、請負代金額のうち

補正分を増額変更する。

せず予定価格を作成している。現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、「週単位の週休

規格・基数等の詳細について監督職員と協議する。

(17)小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場等)
(16)室内温度の調整が可能な設備

(15)臭気対策機能の多重化

(14)着替え台

【推奨する仕様，付属品】

(12)室内寸法900×900mm以上(面積ではない)

(13)擬音装置（機能含む）

(11)便座除菌クリーナー等の衛生用品

(10)鏡と手洗器

(9)サニタリーボックス(女性専用トイレに必ず設置)

(7)現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

(3)臭い逆流防止機能

(2)水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む）

【付属品として備えるもの】

(6)衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする)
(5)照明設備
(4)容易に開かない施錠機能

(1)洋式便器

【快適トイレに求める機能】

 (12)～(17)については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、

１.快適トイレの試行

必須ではない。

受注者は，現場に以下の(1)～(11)の仕様を満たす快適トイレの設置に努めること。

 受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を示す書類を添付し、

 快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

２．快適トイレに要する費用

(8)周囲からトイレの入口が直接見えない工夫

 なお、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、積算上限額を超える費用について
別途計上は行わない。

快適トイレの設置の試行について内容修正、一般廃棄物の処分について追加）

・検査時に伝票の原本を提示すること。

２．一般廃棄物の運搬

・廃棄物の処理に関する再々委託は禁止する。

・処分重量を伝票で確認するため、他委託等の廃棄物との混載は禁止とする。

・廃棄物は受注者自らが運搬すること、又は一般廃棄物収集運搬業者へ委託すること。


